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2025 年３月 31 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社LeTech 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮地 直紀 

（コ－ド番号 ３４９７ 東証グロース） 

問 合 せ 先 

役職 氏名 

取締役 経営企画本部長 松木 高茂 

電 話 ０６－６３６２－３３５５ 

 

（訂正）「住友林業株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の 

一部訂正について 

 

当社は、2025 年３月 28 日に公表をいたしました「住友林業株式会社による当社株式に対する公開買付

けに関する意見表明のお知らせ」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正

をいたします。 

なお、訂正箇所については、下線を付しております。 

 

記 

 

３．本両公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（２）本両公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

⑤当社が本両公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 

（訂正前） 

（前略） 

（d）第二回公開買付価格が、第一回公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2025

年３月 27 日の当社普通株式の東京証券取引所グロース市場における終値 1,289円に対して

16.37％、直近１ヶ月間（2025 年２月 28 日から 2025 年３月 27 日まで）の終値の単純平均

値 1,328 円（小数点以下を四捨五入しております。以下、終値の単純平均値の計算において

同じとします。）に対して 12.95％、直近３ヶ月間（2024 年 12 月 30 日から 2025 年３月 27

日まで）の終値の単純平均値 1,335 円に対して 12.36％、直近６ヶ月間（2024 年９月 30 日

から 2025 年３月 27 日まで）の終値の単純平均値 1,272 円に対して 17.92％のプレミアムを

それぞれ加えた金額となっているところ、第二回公開買付価格は、直前日の終値ベース並び

に直前日の直近１カ月、直近３カ月及び直近６カ月の平均値ベースのすべての参照値との

関係で、プルータスから提供された直近の同種の非公開化事案（対象者の完全子会社化を目

的とする公開買付け事案（自社株公開買付け、公開買付価格のプレミアムが公表日前営業日

の終値、過去１ヶ月間の終値単純平均値、過去３ヶ月間の終値単純平均値又は過去６ヶ月間

の終値単純平均値に対してマイナスとなる公開買付け、投資法人に対する公開買付け、マネ

ジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注２）及び子会社又は関連会社に対する公開買付けを除

きます。））におけるプレミアム水準と比較して遜色のない水準であるとは必ずしもいえな

いものの、2019 年６月の「公正なＭ＆Ａの在り方に関する指針」において、公開買付け全

般について、株価に対していくらのプレミアムが適正であるかについて一義的・客観的な基

準を設けることはできないものとされており、(i)本件においては、第一回公開買付けの公
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表後、エルティーによりＡ種種類株式に係る普通株式対価の取得請求権が行使され、119%の

希釈化が生じることが予定されているところ、第一回公開買付けの公表日の前営業日であ

る 2025 年 3 月 27 日時点の市場株価は、Ａ種種類株式に係る普通株式対価の取得請求権の

行使による希釈化を反映していない可能性も否定できないこと、(ii)上記(b)記載のとおり、

第二回公開買付価格は、将来の収益力に基づき企業価値を算定する手法である DCF 方式に

てプルータスが算定した評価レンジの中央値を上回る水準となっていること、(iii)第二回

公開買付価格は、直近５年間の当社の株価の終値の最高値である 1,465 円を上回る水準で

あること、(iv)当社が東京証券取引所マザーズ市場に上場した 2018 年 10 月 23日以降、当

社の株価の終値が第二回公開買付価格を上回ったのは、７営業日にとどまること、(v)エル

ティーによる積極的なマーケットチェックが一定程度行われ、当社の企業価値向上・シナジ

ー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として検討が進められており（注３）、か

つ、当社及び当委員会は、公開買付者との間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同

等の協議・交渉を複数回行い、当該協議・交渉の結果、当初の提案された第二回公開買付価

格である 1,410 円から 90 円引き上げられた 1,500 円で合意に至っていること等に鑑みる

と、第二回公開買付価格に係るプレミアム水準は不合理なものとはいえず、合理的なプレミ

アムの水準にあると評価できると考えられること。 

（中略） 

（注３）エルティーによれば、エルティーは不動産業を営む事業会社やプライベート・エク

イティ・ファンドを含めた約 60 社との間で初期的なディスカッションを行った結

果、公開買付者を含めた 2 社から意向表明書を受領し、当社の企業価値向上・シナ

ジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として交渉を進めたとのことで

す。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

（d）第二回公開買付価格が、第一回公開買付けの実施についての公表日の前営業日である 2025

年３月 27 日の当社普通株式の東京証券取引所グロース市場における終値 1,289円に対して

16.37％、直近１ヶ月間（2025 年２月 28 日から 2025 年３月 27 日まで）の終値の単純平均

値 1,328 円（小数点以下を四捨五入しております。以下、終値の単純平均値の計算において

同じとします。）に対して 12.95％、直近３ヶ月間（2024 年 12 月 30 日から 2025 年３月 27

日まで）の終値の単純平均値 1,335 円に対して 12.36％、直近６ヶ月間（2024 年９月 30 日

から 2025 年３月 27 日まで）の終値の単純平均値 1,272 円に対して 17.92％のプレミアムを

それぞれ加えた金額となっているところ、第二回公開買付価格は、直前日の終値ベース並び

に直前日の直近１カ月、直近３カ月及び直近６カ月の平均値ベースのすべての参照値との

関係で、プルータスから提供された直近の同種の非公開化事案（対象者の完全子会社化を目

的とする公開買付け事案（自社株公開買付け、公開買付価格のプレミアムが公表日前営業日

の終値、過去１ヶ月間の終値単純平均値、過去３ヶ月間の終値単純平均値又は過去６ヶ月間

の終値単純平均値に対してマイナスとなる公開買付け、投資法人に対する公開買付け、マネ

ジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注２）及び子会社又は関連会社に対する公開買付けを除

きます。））におけるプレミアム水準（注３）と比較して遜色のない水準であるとは必ずしも

いえないものの、2019 年６月の「公正なＭ＆Ａの在り方に関する指針」において、公開買

付け全般について、株価に対していくらのプレミアムが適正であるかについて一義的・客観

的な基準を設けることはできないものとされており、(i)本件においては、第一回公開買付

けの公表後、エルティーによりＡ種種類株式に係る普通株式対価の取得請求権が行使され、

119%の希釈化が生じることが予定されているところ、第一回公開買付けの公表日の前営業

日である 2025 年 3 月 27 日時点の市場株価は、Ａ種種類株式に係る普通株式対価の取得請

求権の行使による希釈化を反映していない可能性も否定できないこと、(ii)上記(b)記載の

とおり、第二回公開買付価格は、将来の収益力に基づき企業価値を算定する手法である DCF
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方式にてプルータスが算定した評価レンジの中央値を上回る水準となっていること、(iii)

第二回公開買付価格は、直近５年間の当社の株価の終値の最高値である 1,465 円を上回る

水準であること、(iv)当社が東京証券取引所マザーズ市場に上場した 2018 年 10月 23 日以

降、当社の株価の終値が第二回公開買付価格を上回ったのは、７営業日にとどまること、(v)

エルティーによる積極的なマーケットチェックが一定程度行われ、当社の企業価値向上・シ

ナジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として検討が進められており（注４）、

かつ、当社及び当委員会は、公開買付者との間で独立当事者間の取引における協議・交渉と

同等の協議・交渉を複数回行い、当該協議・交渉の結果、当初の提案された第二回公開買付

価格である 1,410 円から 90 円引き上げられた 1,500円で合意に至っていること等に鑑みる

と、第二回公開買付価格に係るプレミアム水準は不合理なものとはいえず、合理的なプレミ

アムの水準にあると評価できると考えられること。 

（中略） 

（注３）経済産業省が「公正なＭ＆Ａの在り方に関する指針」を公表した 2019 年６月 28 日

以降、2024 年 12 月 31 日までに公表された同種の非公開化事案 92 件のうち、公表

日の前営業日の終値に対するプレミアム水準が 40％台の案件が 18 件で最頻値であ

り、直近１ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアム水準が 30％台の案件が 22

件で最頻値、直近３ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアム水準が 30％台の案

件が 25件で最頻値、直近６ヶ月平均の株価からのプレミアム水準が 30％台及び 40％

台がそれぞれ 17 件で最頻値となっています。 

（注４）エルティーによれば、エルティーは不動産業を営む事業会社やプライベート・エク

イティ・ファンドを含めた約 60 社との間で初期的なディスカッションを行った結

果、公開買付者を含めた 2 社から意向表明書を受領し、当社の企業価値向上・シナ

ジー効果を勘案の上、公開買付者を優先的な候補先として交渉を進めたとのことで

す。 

（後略） 

 

以 上 


